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固定資産税は、市町村財政における基幹税目として重要な役割を果たしてきてお

りますが、課税情報の公開の促進等を背景に、固定資産税制度や資産評価に対する

納税者の関心はますます高まっております。 

当評価センターは、昭和５３年５月設立以来、調査研究事業と研修事業を中心に

事業を進め、地方公共団体に固定資産税に関し必要な情報を提供すべく努力を重ね

て参りました。 

調査研究事業では、その時々の固定資産税を巡る諸課題をテーマに、学識経験者、

地方団体の関係者等をもって構成する研究委員会を設け調査研究を行っております

が、本年度は３つの調査研究委員会において、固定資産税制度、固定資産評価制度

に関して、専門的な調査研究を行ってまいりました。 

このうち、地方税における資産課税のあり方に関する調査研究委員会においては、

平成27年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方及び所有者実態が不明確な土

地・家屋に対する固定資産税実務の現状について調査研究を行いました。 

ここに、その調査研究結果がまとまりましたので、研究報告書として公表する運

びとなりました。この機会に熱心にご研究、ご審議いただいた委員の皆様や関係の

方々に対し、心から感謝申し上げます。 

当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実を図るとと

もに、地方団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方団体

をはじめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。 

  

 

平成２６年３月 

 

                                    一般財団法人資産評価システム研究センター 

                                   理 事 長     渡 邉 文 雄 
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地方税における資産課税のあり方に関する調査研究委員会 

【審 議 経 過】 

 
 

○第１回〔平成２５年７月８日（月）〕 

（議題）（１）平成25年度調査研究テーマ・スケジュール 

（２）平成27年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方 

      ・論点提示、現状説明 

（３）所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現状 

      ・論点提示、現状説明 

 

○第２回〔平成２５年８月７日（水）〕 

（議題）（１）平成27年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方 

① 第１回調査研究委員会の補足説明 

② 自治体関係者からの報告（東京都、福岡市、和歌山市） 

（２）所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現状 

      ・今後の調査実施案等 

 

○第３回〔平成２５年１０月１５日（火）〕 

（議題）（１）所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現状 

① 調査結果報告 

② 自治体関係者からの報告（東京都、相模原市） 

（２）報告書（骨子案）について 

（３）その他 

 

○第４回〔平成２６年２月２０日（木）〕 

（議題）（１）報告書（案）について 

（２）その他 
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はじめに 

 

 本年度の当委員会は、「平成27年度評価替えに向けた負担調整措置のあり

方」及び「所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現

状」の２つをテーマとして調査研究を行うこととした。 

 まず、平成27年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方については、

平成27年度に次期評価替えが予定されていることから、現行の負担調整措

置等のあり方について、平成24年度税制改正大綱や社会経済情勢の変化等

を踏まえ、論点整理等を行うこととした。 

 次に、所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現状

については、原則、登記簿上の所有者に課税する固定資産税において、納

税義務者たるべき者の住所や実態等が不明確となり、課税・徴収の実務に

支障を来す事例が増えてきているとの指摘があることから、市町村の現場

における実務の現状について具体的に把握するとともに、各地方自治体の

参考となるよう、対応に当たっての工夫事例や先進事例等を調査・分析し、

情報共有を図ることとした。 
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Ⅰ 平成27年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方 

 

１．問題意識【参考資料Ⅰ－１】 

 土地に係る負担調整措置は、地域や土地によってばらつきのある負担水準

（当該年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合）を均衡化させるため

に導入された仕組みである。 

 負担調整措置は、３年に１度の評価替えに併せて見直しが行われてきた。最

近では、例えば、平成18年度改正においては負担水準の速やかな均衡化や税額

算定の仕組みの簡素化を図る改正が行われ、また、平成21年度改正においては

住宅用地、商業地等及び特定市街化区域農地について税負担が大幅に上昇する

場合に、税額の上昇を1.1倍までに抑制できる条例減額制度が講じられた。 

 直近の平成24年度改正では、「負担調整措置等については、いわゆるバブル

期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化、適用実態や有効性等の検

証結果を踏まえ、不公平を生じさせている措置、合理性等が低下した措置など

の見直しを進め」るとの方針に沿って検討が行われた。その結果、住宅用地に

係る負担調整措置について、負担水準が80％以上の住宅用地の課税標準額を前

年度課税標準額に据え置く措置（以下「据置特例」という。）を段階的に廃止

した上で、その他の措置については、平成26年度まで同様の措置を継続するこ

ととされた。 

【資料49頁参照 平成24年度税制改正大綱（抄）】 

【資料50頁参照 平成24年度税制改正における負担調整措置等の見直し】 

 

さらに、平成24年度税制改正大綱では、「固定資産税については、住民や企

業などの負担感に配意するとともに、地方財政の根幹をなす税目であることや、

いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化を踏まえ、

その間に実施された土地評価方法の変更や負担軽減措置等の制度改正の点検

を行い、平成27年度の評価替えまでに、公平性、合理性、妥当性等の観点から

総合的な検討を行」う旨が示されたところである。 

【資料50頁参照 平成24年度税制改正大綱（抄）】 

 

そこで、本年度の委員会では、かかる平成24年度税制改正大綱で示された記

載も踏まえ、平成27年度に予定されている次期評価替えに向けて、現行の負担

調整措置等の現状をあらためて整理した上で、今後の方向性等の検討を行うこ

ととした。 
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２．負担調整措置等の現状と主な論点 

（１）固定資産税の現状 

固定資産税の課税客体は固定資産であり、固定資産とは土地、家屋及び

償却資産の総称である。固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産

の所有者であり固定資産課税台帳に所有者として登録された者をいう。 

課税標準は、原則として固定資産の価格（適正な時価）で固定資産課税

台帳に登録されたものであり、１月１日を賦課期日とする。 

課税団体は原則として、固定資産所在の市町村（東京都特別区に所在す

る固定資産については東京都が課税団体となる）である。   

固定資産税収は平成 24 年度決算ベースで 8 兆 5,804 億円（土地、家屋、

償却資産の計。国有資産所在市町村交付金を含まない。）となっており、市

町村税収の４割を占めている。 

  【資料51頁参照  固定資産税の概要】 

 

（２）負担調整措置等の現状 

土地に係る負担調整措置は、負担水準の高い土地については税負担を引

き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地については税負担をなだらかに

上昇させることにより、徐々に負担水準のばらつきを解消する仕組みとな

っている。 

 

①宅地等における負担調整措置等の仕組み 

 ア 商業地等 

  負担水準が70％を超える商業地等については、評価額の70％を課

税標準額とする。 

  負担水準が60％以上70％以下の商業地等については、課税標準額

を前年度課税標準額に据え置く。 

  負担水準が60％未満の商業地等については、「前年度課税標準額＋

評価額×５％」により算出した額を課税標準額とする。ただし、そ

の額が、評価額の60％を超える場合には評価額の60％、評価額の20％

を下回る場合には評価額の20％を課税標準額とする。 

 

 イ 住宅用地 

  ＜平成24年度・平成25年度＞ 

  負担水準が90％以上の住宅用地については、課税標準額を前年度

課税標準額に据え置く。 

  負担水準が90％未満の住宅用地については、「前年度課税標準額＋
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評価額×住宅用地特例×５％」により算出した額を課税標準額とす

る。ただし、その額が、評価額×住宅用地特例割合（本則課税標準

額）の90％を超える場合は本則課税標準額の90％とし、本則課税標

準額の20％を下回る場合には本則課税標準額の20％を課税標準額と

する。 

 

  ＜平成26年度＞ 

  本則課税標準額又は「前年度課税標準額＋評価額×住宅用地特例

割合×５％」により算出した額のいずれか低い額を課税標準額とす

る。なお、その額が、本則課税標準額の20％を下回る場合には本則

課税標準額の20％を課税標準額とする。 

 

 ウ その他 

  平成16年度改正において、各市町村の負担水準の状況等に応じ、

各市町村の条例で定めるところにより一定の負担水準以上の商業地

等に係る固定資産税を減額できる仕組みが創設された。具体的には、

課税標準額の上限を「評価額×60％以上70％未満の範囲内において

条例で定める割合」まで減額することができることとされた。 

  平成21年度改正において、地価が急激に上昇したこと等により税

負担が大幅に増加する土地に対応するため、各市町村の条例で定め

るところにより住宅用地、商業地等及び特定市街化区域農地に係る

固定資産税を減額できる仕組みが創設された。具体的には、住宅用

地、商業地等、特定市街化区域農地のうち、税額が「前年度課税標

準額×1.1以上の割合で条例で定めるもの」を超える場合、当該超え

る額を税額から減額することができることとされた。 

  また、小規模住宅用地（200㎡以下の住宅用地）については課税標

準額を評価額の６分の１、それ以外の一般住宅用地については課税

標準額を評価額の３分の１とする特例措置が講じられている。なお、

平成６年度のいわゆる７割評価の導入に併せて従来の特例率が深堀

りされ（小規模住宅用地：１／４→１／６、一般住宅用地：１／２

→１／３）、現行の特例率となっている。 

【資料52頁参照 宅地等の課税の仕組み（平成24年度～平成26年度）】 

【資料52頁参照 商業地等に係る条例減額制度】 

【資料53頁参照 税負担急増土地に係る条例減額制度】 

【資料53頁参照 固定資産税の住宅用地特例】 
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②宅地等における負担調整措置等の状況 

ア 商業地等 

商業地等については、平成９年度時点では全体的に負担水準が低く、

引下げ又は据置特例の対象となる商業地等は課税標準額ベースで約30％

にとどまっていた。その後、負担調整措置の適用により徐々に負担水準

が上昇してきた結果、平成24年度には課税標準額ベースで94％の商業地

等が引下げ又は据置特例の対象となっており、現在は、平成24年度改正

で据置特例を見直した住宅用地に係る改正当時の負担水準と遜色の無

い水準まで負担水準の適正化が図られていることが伺える。 

かかる状況において、評価額が同じであるにもかかわらず据置特例が

適用されている土地と本則課税適用土地とで税額が異なるという現状

をいかに解消するかといった新たな課題が生じてきている。 

【資料54頁参照 [商業地等]課税標準額の据置特例の適用状況等（課税標準額ベース）】 

【資料55頁参照 商業地等に対する固定資産税の負担水準の分布状況 ［平成24年度］】 
【資料55頁参照 据置特例により同じ評価額でも税額が異なる不公平な事例】 

   

イ 住宅用地 

小規模住宅用地（200㎡以下の住宅用地）についても同様に、平成９

年度時点では全体的に負担水準が低く、引下げ又は据置特例の対象とな

る小規模住宅用地は課税標準額ベースで約14％にとどまっていた。その

後、負担調整措置の適用により徐々に負担水準が上昇してきた結果、平

成23年度には課税標準額ベースで約96％の宅地が本則課税又は据置特

例の対象となった。このように負担水準の低い土地は概ね解消されたこ

とにより、課税の均衡を図る上での課題の中心は、据置特例が適用され

ている負担水準の高い土地と本則課税適用土地との格差となってきた。

具体的には、地価の動向が比較的安定した状況になると、同じ評価額で

あるにもかかわらず、据置特例が適用されている土地である場合と本則

課税適用土地である場合とで税額が異なるという不公平な状況が固定

化されることになるという問題がある。かかる不公平な状況を解消する

ために、前述のとおり平成24年度改正において据置特例は経過措置を講

じた上で廃止することとされた。 

【資料56頁参照 [小規模住宅用地]課税標準額の据置特例の適用状況等（課税標準額ベース）】 

【資料57頁参照 小規模住宅用地に対する固定資産税の負担水準の分布状況 ［平成24年度］】 

【資料57頁参照 据置特例の課題】 

【資料58頁参照 据置特例により同じ評価額でも税額が異なる不公平な実例】 
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一般住宅用地についても同様に、平成９年度時点では全体的に負担

水準が低く、引下げ又は据置特例の対象となる一般住宅用地は課税標準

額ベースで約12％にとどまっていた。その後、負担調整措置の適用によ

り徐々に負担水準が上昇してきた結果、平成23年度には約95％の宅地が

本則課税又は据置特例の対象となった。このように、大半の土地で負担

水準が適正化している現状にかんがみ、小規模住宅用地と同様に前述の

とおり平成24年度改正において据置特例は経過措置を講じた上で廃止

することとされた。 

【資料58,59頁参照 [一般住宅用地]課税標準額の据置特例の適用状況等（課税標準額ベース）】 

【資料59頁参照 一般住宅用地に対する固定資産税の負担水準の分布状況 ［平成24年度］】 

 

以上のとおり、商業地等、住宅用地のいずれも、全体的に負担水準の均

衡化・適正化が図られてきている。具体的には、平成25年度現在、商業地

等における平均負担水準は上限70％に比して68.3％にまで達するととも

に、小規模住宅用地（200㎡以下の住宅用地）における平均負担水準は

95.0％、一般住宅用地における平均負担水準は96.4％となっている。 

   【資料60頁参照 宅地等における平均負担水準の推移（平成９年度～平成25年度）】 

 

ただし、商業地等、住宅用地に係る平成25年度における負担水準の状況

を都道府県別に見ると、今もなお若干のばらつきが見られることに留意が

必要である。例えば、商業地等に係る負担水準については、東京都1、沖縄

県等でやや低い負担水準となっている（東京都：65.1％、沖縄県：64.1％）。 

また、小規模住宅用地に係る負担水準についても、やはり東京都、沖縄

県等でやや低い負担水準となっている（東京都：91.3％、沖縄県84.8％）。   

   【資料60頁参照 商業地等に係る平成25年度負担水準の状況】 

  【資料61頁参照 小規模住宅用地に係る平成25年度負担水準の状況】 

   【資料61頁参照 一般住宅用地に係る平成25年度負担水準の状況】 

 

③農地における負担調整措置の仕組み 

 ア 一般農地・一般市街化区域農地 

  負担水準(前年度課税標準額／評価額。ただし、一般市街化区域農

地については前年度課税標準額／（評価額×１／３)）に応じて以下

                                                  
 

1  なお、東京都特別区については、負担水準が 65％を超える商業地等に係る固定資産税

及び都市計画税について、価格の 65％に相当する税額まで軽減する条例減額制度が講じ

られている点に留意が必要である。 
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のとおり課税標準額を算出する。 

・負担水準90％以上：前年度課税標準額×1.025 

・負担水準80％以上90％未満：前年度課税標準額×1.05 

・負担水準70％以上80％未満：前年度課税標準額×1.075 

・負担水準70％未満：前年度課税標準額×1.1 

 イ 特定市街化区域農地 

 一般住宅用地と同様の仕組みとする。 

【資料62頁参照 農地に対する現行の課税の概要】 

【資料63頁参照 市街化区域農地の概要】 

【資料63頁参照 農地に対する固定資産税の課税の仕組み（平成24年度～平成26年度）】 

 

④農地における負担調整措置等の状況 

一般農地については、平成９年度時点から本則課税が多かったが、さら

に年々少しずつ負担調整が進み、平成24年度には97.3％の土地で本則課税

となっている。 

【資料64頁参照 [一般農地]負担調整率の適用状況（決定価格ベース）】 

【資料65頁参照 一般農地に対する固定資産税の負担水準の分布状況 ［平成24年度］】 

 

一般市街化区域農地については、平成12年度時点ではほとんどの土地が

引上げの対象となっていたが、徐々に負担調整が進み、平成24年度には

38.2％の土地で本則課税となっている。しかし、依然としてばらつきは見

られる。 

  【資料65,66頁参照 [一般市街化区域農地]負担調整率の適用状況（課税標準額ベース）】 

  【資料66頁参照 一般市街化区域農地に対する固定資産税の負担水準の分布状況［平成24年度］】 

 

特定市街化区域農地については、平成９年度時点で本則課税又は据置特

例の対象となっている土地が5.7％であったが、徐々に負担調整が進み、

平成24年度には95.4％の土地が本則課税又は据置特例の対象となってい

る。 

  【資料67頁参照 [特定市街化区域農地]課税標準額の据置特例の適用状況等（課税標準額ベース）】 

  【資料68頁参照 特定市街化区域農地に対する固定資産税の負担水準の分布状況［平成24年度］】 
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（３）負担調整措置等に関する主な論点 

本委員会においては、以下のような論点に沿って平成 27 年度評価替えに

向けた負担調整措置等のあり方について議論を行った。 

   

①商業地等 

・課税標準額の上限・下限、据え置きゾーンについて 

・負担調整措置のスピードについて 

 

②住宅用地 

・住宅用地に対する課税標準額の特例（小規模住宅用地特例、一般住宅 

 用地特例）について 

・課税標準額の下限について 

・負担調整措置のスピードについて 

  

③農地 

・一般市街化区域農地・特定市街化区域農地に対する課税標準の特例につ  

 いて 

・負担調整措置のスピードについて 

 

④総論 

ア 住民や企業などの負担感について 

イ 社会経済情勢の変化について 

ウ 制度の公平性、合理性、妥当性について 

エ 制度の分かりやすさについて 

オ 地方団体の税収確保や事務負担について 

 

３．地方自治体からの報告概要 

本委員会においては、地方自治体における負担調整措置等の現状等について、

東京都特別区、福岡市、和歌山市から報告を伺った。報告内容の詳細について

は、資料Ⅰ－２からⅠ－４までのとおりであるが、その概略は以下のとおりで

ある。 

 

（１）東京都特別区 【資料74～84頁参照 資料Ⅰ－２ 東京都報告資料】 

   ①地価の動向、負担調整措置等の現状等 

○ 地価公示価格の変動幅が大きい（特に商業地）。 

○ 課税宅地総筆数の４分の３が小規模住宅用地で、非住宅用地は２割
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弱。 

  地積ベースでは、68％が小規模住宅用地、28％が非住宅用地となっ

ており、非住宅用地の方が１筆あたりの平均地積が大きいことが分か

る。なお、小規模住宅用地１筆あたりの平均地積は131㎡、非住宅用地

は219㎡である。決定価格ベースでは、53％が小規模住宅用地、非住宅

用地は44％に上る。課税標準額及び税額で見ると筆数とは逆転し、非

住宅用地が４分の３を占め、小規模住宅用地は２割強にとどまってい

る。納税義務者数の割合は８割近くが小規模住宅用地で、15％程度の

非住宅用地の納税義務者が税収の４分の３を負担している。 

○ 住宅用地の96％以上、非住宅用地についても７割以上が個人所有。 

○ 平成25年度において、小規模住宅用地、一般住宅用地ともに70％近

くが負担水準60％～70％の据置ゾーンに入っている。負担水準50％未

満の土地は365筆、納税義務者数で294名と非常に少ない。 

○ 住宅用地に比べると、非住宅用地については負担水準50％未満の土

地が多い。 

○ １筆あたりの税額の変動から、負担水準が低い土地ほど価格や税額

が高いことが伺える。 

○ 以下のとおり独自の軽減措置を実施している。 

 ・小規模住宅用地の軽減 

 小規模住宅用地のうち面積200㎡までの部分について、都市計画税

を１／２に軽減する制度。都民の定住確保、地価高騰に伴う負担の緩

和を目的に昭和63年度から実施。平成25年度における対象土地は約

160万件、減収額は約280億円。 

 ・小規模非住宅用地の減免 

 面積400㎡以下の小規模非住宅用地のうち200㎡までの部分につい

て、固定資産税及び都市計画税を２割減免する制度。過重な負担の緩

和、中小企業の支援を目的に平成14年度から実施。平成25年度におけ

る対象土地は約27万件、減収額約230億円。 

 ・商業地等の引下条例減額 

 負担水準が65％を超える商業地等に係る固定資産税及び都市計画

税について、価格の65％に相当する税額まで軽減する制度。負担水準

の不均衡を是正し、過重な負担を緩和することを目的に平成17年度か

ら実施。平成25年度における対象土地は約30万件、減収額は約150億

円。 

 ・税負担急増土地の条例減額 

 税額が前年度の1.1倍を超える土地に係る固定資産税及び都市計画
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税について、前年度税額の1.1倍を超える額を減額する制度。平成21

年度改正で地方税法附則に設けられた制度であり、地価上昇に伴う税

負担急増の緩和を目的に東京都では同年度から実施。平成25年度にお

ける対象土地は約5,000件、減収額は約30億円。 

 

②主な意見等 

＜商業地等＞ 

〇 アベノミクス効果、活発な再開発等により、地価が上昇し負担水準 

の低下が見込まれ、継続的な税負担増が見込まれる状況。また、住宅

用地に係る据置特例の廃止、地価の上昇等により、小規模住宅用地の

93％、一般住宅用地の95％において税負担が上昇する可能性。苦情等

も増加が予想されるところ。また、高齢の納税者の税負担の増加に配

慮する必要。 

〇 商業地等に残る据置特例については、据置ゾーンがもたらす納税義

務者間での不均衡を考慮する必要はあるが、据置特例の対象となる土

地が非常に多いため、据置ゾーンの下限の引上げや廃止を行った場合

の影響は非常に大きいものと考える。 

〇 下限（現行20％）の撤廃については、対象となる土地が少ないため  

特に影響は無い。しかし、負担水準の低い土地ほど単価が高い傾向に

あり、負担感が大きいことにかんがみると、下限の引上げを行った場

合には反発が予想される。 

〇 東京都特別区の場合は価格等の水準が高いため、現行の課税標準額 

の上昇のスピードで問題ない。 

〇 条例減額制度については、納税者、関係団体等から継続を要望する 

声。経済情勢、地価動向、他の税制の状況が不透明な中、安全策とし

ても現行制度の継続を希望。 

 

＜住宅用地に係る課税標準額の特例措置＞ 

〇 住宅用地と非住宅用地との税負担格差が大きいこと、行政サービス 

の対価という面からは、居住用・非居住用による差異はないこと等に

かんがみると住宅用地に係る課税標準額の特例措置を見直す必要があ

るのではないかという意見もある。 

〇 一方で、地価が高く税負担が過重であること、据置特例が廃止され

た中での住宅用地特例の率の見直しは更なる税負担増につながること

等にかんがみると、現時点では現行制度の継続を希望。 
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＜今後の負担調整措置等のあり方＞ 

〇 簡素で納税者に分かりやすい評価・課税制度の構築を考えるべきで 

はないか。 

〇 地価変動に左右され続ける負担水準制度についても、いずれは見直 

しを行う必要があるのではないか。負担水準が収れんされた後には、

評価と税負担が明確となるような制度にすべきではないか。 

 

＜農地＞ 

〇 特定市街化区域農地の税負担が極めて高いことから、現行制度の継 

続を希望。 

 

＜その他＞ 

〇 電算システムの規模が非常に大きいため、仮に平成27年度から制度

の改正を行う場合、今年中にシステムの仕様変更に取りかかる必要が

ある。 

〇 東京都の場合には、評価額の水準が他の市町村とあまりにも異なる

ため、制度を変えること自体に納税者からの反発が多いので、少なく

とも平成27年度改正では現行制度を継続していただきたい。 

 

（２）福岡市 【資料 85～107 頁参照 参考資料Ⅰ－３ 福岡市報告資料】 

  ①地価の動向、負担調整措置等の現状等 

〇 福岡市で土地の決定価格がピークとなった年は、７割評価が導入さ

れた平成６年度の評価替えの翌年の平成７年度。以後、地価下落等で

平成25年度は平成７年度の半分以下（－57.7％）となっている。 

○ 福岡市の地価公示における最高価格地点の地価動向は三大都市圏と

同様な推移を示している。平成15年度以降ミニバブルの影響等もあり、

平成20年９月のリーマンショックまで活発な不動産投資の流入等によ

り地価は上昇傾向にあった。平成19年や平成20年の地価公示では上昇

率が全国10位に入る地点も存在した。リーマンショック以後、地価は

大幅な下落に転じたものの、平成23年３月の九州新幹線全線開通等を

追い風として市の中心街である天神地区ではほぼ横ばいの状態、博多

駅周辺は上昇傾向にある。 

○ 福岡市の宅地は地積89.7ｋ㎡、決定価格は６兆7,394億円で全体の

92.1％を占めている。課税標準額も2兆5,778億円で、全体の89.2％を

占めている。 

○ ７割評価が導入される以前、全国と比べ本市の評価は若干低かった
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と思われ、著しく負担水準が低い状況からスタートした点が本市の特

徴。特に住宅用地については、平成６年度に住宅用地に係る課税標準

額の特例措置が拡充されたこと等により、商業地等以上に低い負担水

準からスタートした。 

○ 商業地等、住宅用地ともに、負担水準は一定の水準まで徐々に収れ

んされてきている。ただし、平成18年度以降のミニバブルの影響で、

平成21年度評価替えにおいて市中心部で価格の上昇が生じたため、負

担水準の低い土地がやや増加している。住宅用地については、平成24

年度改正において経過措置を講じた上で据置特例が廃止されたことに

より一層収れんが加速するものと考えている。 

○ 本市には特定市街化区域農地は無い。 

○ 一般農地は全て本則課税となっている。 

○ 一般市街化区域農地の地積は3.5ｋ㎡、全体の2.1％、決定価格は

1,154億円で、全体の1.6％、課税標準は217億円で全体の0.8％となっ

ており、一般市街化区域農地の平均負担水準は56.6％となっている。 

  平成６年度と比較すると地積ベースで55％、決定価格ベース79.7％

の減となっている。ただし、課税標準額については、負担調整措置に

より上昇してきているため126億円の増、税額ベースで１億7,000万円

ほどの増となっており、平成６年度と比較すると2.37倍の増となって

いる。 

○ 一般市街化区域農地については徐々に本則課税に向かっているが、

負担水準に応じて、毎年2.5％～10％ずつ税負担が増え続けているため、

税負担が大きくなったとの苦情が多く寄せられているところ。 

   

  ②主な意見等 

＜現行の負担調整措置等に対する評価＞ 

○ 地価が下落しているにもかかわらず、負担水準が低い土地について

は税負担が下がらないという不満の声や、制度が複雑で分かりにくい

との納税者からの声が寄せられており、市としても市民への説明に苦

慮している。 

○ 一方で、地価上昇時においては、急激な税負担の増加が緩和される

こと、景気の影響に左右されずある程度安定的な税収を確保できるこ

とから、負担調整措置の仕組みは維持すべきものと考えている。 

 

＜現行の負担調整措置等の見直し案＞ 

○ 負担水準の下限（現行20％）を引き上げることで早期に本則になる
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ようにすべきではないか。 

○ 負担水準の均衡化の観点から、商業地等についても、住宅用地と同

様、据置措置を廃止すべきではないか。 

○ 市街化区域農地は、いまだ負担水準にばらつきがあることから、現

行制度を継続し、引き続き負担水準の均衡化を図る必要があるものと

考えている。 

 

  ＜その他＞ 

○ 納税者にとっては、評価が高く固定資産税額が安いというのが最も

理想的な形。７割評価はある程度堅持するべきではないかと考えてい

る。 

 

（３）和歌山市 【資料108～115頁参照 参考資料Ⅰ－４ 和歌山市報告資料】 

   ①地価の動向、負担調整措置等の現状等 

○ 住宅用地については、97％近くが本則課税となっている。 

○ 商業地等については、住宅用地に比べると据置特例又は引上げの対

象となる土地が少ないながらも依然として残っていることから、全て

の土地が本則課税となるにはもう少し年数を要するものと考えられる。 

○ 一般市街化区域農地については、本則課税に達していない土地の割

合は高く、特に畑では30％を超えている。 

  なお、一般農地は全て本則課税となっている。 

  特定市街化区域農地は存在しない。 

 

②主な意見等 

＜現行の負担調整措置等に対する評価＞ 

○ 評価額から単純計算で課税標準額を導けないことや、負担調整措置

の仕組み自体が複雑であることなどから、課税の現場では納税者から

制度が理解しにくいとの声が上がっており、見直すべき点は見直して

いく必要があるのではないかと考えている。 

○ 地価の下落傾向が20年以上続いている中で、負担水準が低い地域が

依然として存在し、現行制度のままではいつまで課税標準額の上昇が

続くのか明確に分からない状況。「いつになったら税額が下がるのか。」

と多くの納税者から問い合わせが寄せられているところ。長期にわた

り地価が下落している中で、税額が上昇し続けている状況に納税者の

理解を得られておらず、このままでは固定資産税に対する不信感が増

大しかねない状況だと感じている。 
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○ 一方、すでに本則課税に達している納税者からは、税負担の不均衡

の解消が10年以上にわたって出来ていないことに不公平感を持ってい

るとの声も寄せられている。 

○ なお、必要な経過措置をとらずに負担調整措置を即座に廃止するこ

とは、税負担の急激な上昇という問題を引き起こし、地価の下落が続

く現代では納税者から相当数の苦情が寄せられることが予想される。 

○ 平成24年度評価替えにおいて、住宅用地について経過措置を講じた

上で据置特例が廃止されたことにより、再度、税額の上昇に転じた住

宅用地等もあり納税者からも数件の問い合わせがあったが、特段大き

な混乱や問題は無かった。 

 

＜現行の負担調整措置等の見直し案＞ 

○ 平成24年度における住宅用地に係る据置特例の廃止と同様、商業地

等の据置特例についても、経過措置を講じた上で廃止することが望ま

しいのではないか。 

○ 現行制度では負担水準60％未満の土地について、前年度課税標準額

を基礎として評価額の５％ずつ課税標準額を上昇させているが、上昇

率を拡大させるなどして一定程度の期間内で本則課税に達するような

改正が適当ではないか。 

○ 住宅用地については、本市ではすでに多くの土地が本則課税に達し

ていること、平成24年度改正において据置特例が廃止されたことから、

更なる改正の必要はないものと感じている。 

○ 一般農地については、本市では既に全ての土地が本則課税に達して

いることから、特段の見直しの必要はないものと考えている。 

  また、市街化区域農地については、特に畑について、依然として負

担調整措置の見直しにより影響を受ける土地が多数存在することから、

現行の負担調整措置を維持していただきたいと考えている。 

  しかしながら、今後、負担調整率の見直し等を行うことによって、

できる限り早期に負担調整を終えるような改正を検討するべきではな

いかと考えている。 

 

＜その他＞ 

○ 小規模住宅用地に係る課税標準額の特例措置を1／6から1／4に縮減

する案等については、かかる改正が実施された場合、結局、評価額自

体に対する苦情につながることも予想される。 

○ 近年、住宅用地に比べて市街化区域農地の課税標準額が相当に上昇
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してきており、苦情が今後増加するように感じている。平成30年度以

降の検討の１つに加えていただきたい。 

 

４．委員等からの主な意見 

委員会での議論において、委員や出席した地方自治体からは、以下のような

意見があった。 

○ 現在の負担調整措置は、平成６年度の７割評価導入の際に、納税者の税負

担が急激に上昇することを緩和するために導入されたもの。しかし、その後、

地価の下落が続いたため、税負担が緩やかながらも上昇することについて、

納税者からなかなか理解を得られていないという皮肉な状況にある。むしろ、

負担調整措置を講じずに、評価と完全に連動させる制度とする手もあったの

かもしれない。 

○ 制度の分かりやすさの観点からは、負担調整措置を廃止し、例えば、評価

そのものを７割評価から５割評価に引き下げた上で、税額を地価の動きに合

わせた方が良いのではないかといった議論になるが、今度は、安定的な税収

確保が困難になるという問題が生じる。 

○ 現行の負担水準の状況等からすると、負担調整スピードの５％は基本的に

ちょうど良い数字と思う。ただ、下限の20％については、少し上げる手もあ

るのではないか。 

○ 例えば負担水準が50％にも満たない土地については、負担調整スピードの

アップを考えても良いのではないか。 

○ 商業地等への負担調整措置のあり方を考える際には、地価が極端に高い商

業地等については、少し別枠で考えた方が良いのかもしれない。 

○ 据置特例については、負担調整措置の導入時点においては必要があったの

かもしれないが、公平性の観点からすれば、本来的には不要と思う。 

○ 商業地等に係る据置特例については、現行制度では70％と60％という２点

で収れんしているが、10％という幅は大きすぎるのではないか。 

 現時点では、納税者間の不均衡があまり表面化していないが、納税者から

すれば不均衡であることは確かであり、やはり是正すべきではないか。 

○ 据置特例によって不均衡が生じていることは確かだが、現在税負担が徐々

に引き上がっている納税者への対応という観点からは、もうしばらく現行制

度の維持が望ましいのではないか。条例減額制度が継続されれば、それによ

る対応という方法も考えられるかもしれない。 

○ 商業地等に係る据置特例は、原則として廃止を考えるべきではないか。た

だし、現行制度のように、地域の状況等に応じて必要があれば、地域の判断

で条例による引下げ措置を可能とする仕組みを併せて講じるといった方向
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性が望ましいのではないか。 

○ 住宅用地特例のあり方については、負担調整の観点との関係から考えるこ

とも大切であるが、併せて住宅政策の観点からも考えるべきものではないか。 

○ 住宅用地特例は、単なる特例措置ではなく、いわば固定資産税制度の骨格

部分でもあるため、そのあり方を検討する際に住宅政策に配慮し過ぎると、

全体としてうまくいかないおそれがあるのではないか。 

○ 土地の負担水準が次第にあるべき姿に収れんしてきたとは言っても、経済

環境が変化する中で、今後、地価公示価格の下落傾向が変わり、再度、負担

水準のばらつきが生じてくる可能性がある。今後の負担調整措置のあり方検

討にあたっては、過去のデータの推移だけではなく、そういった今後の姿も

見据えて、適正な税負担の水準を検討する必要がある。 

○ 制度を変えること自体が、納税者からの反発を招くという面もあるため、

検討にあたっては、そういった考慮も必要ではないか。 

○ 負担調整措置のあり方を検討する際には、制度改正による影響について、

課税標準額ベースだけでなく、納税義務者ベースや地積ベースでも見ていく

必要がある。 

○ 中長期的な視点から、土地の用途毎の負担水準は本来どうあるべきなのか

といった議論や、社会の高齢化が急激に進む中での財源面と負担面の双方か

ら見た固定資産税のあり方といった議論も必要ではないか。 

○ 中長期的には、宅地の評価の７割という水準についても、必ずしも固定的

なものと考えるのではなく、今後の地価動向等に対応して再検討もあり得る

のではないか。 

 

５．まとめ 

○ 課税の公平の観点からは、できるだけ早期に負担水準の均衡化を図ること

が望ましい。 

○ 商業地等については、課税標準額の上限が定められるとともに、据置特例

が継続されている。住宅用地と比較すると、相対的に税負担が大きく納税義

務者への影響が大きいことや、脱デフレの動きの中での今後の地価動向への

配慮等が必要ではあるが、今後、据置特例の廃止をはじめ、住宅用地との公

平性や負担水準の均衡化促進の観点等からの検討が必要ではないか。また、

据置特例を廃止する場合には、併せて、現行制度のように地域の状況等に応

じた条例による手当てを可能とする仕組みを検討すべきではないか。 

○ 住宅用地、特定市街化区域農地については、平成24年度改正において据置

特例が廃止されたことにより、概ね負担水準の均衡化が実現するものと考え

られる。しかし、負担水準が低い土地の課税標準額をいかに早期に引き上げ
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ていくかという点については依然として課題が残っており、納税者の負担等

に十分配慮しながら、負担調整の引上げ幅を大きくする、あるいは下限を上

げるといった検討を行う余地もあるのではないか。また、住宅用地に対する

課税標準額の特例措置についても、社会経済情勢の変化や公平性・合理性な

どの観点を踏まえつつ、そのあり方について議論が必要ではないか。 

○ 一般農地については、依然として負担水準の低い土地も存在しているが、

ほとんどの土地が本則課税となっている。負担水準の低い土地への影響等に

十分配慮する必要があるが、今後、負担調整措置の必要性や、負担調整の引

上げ幅を大きくする、あるいは下限を設けるといった検討を行う余地もある

のではないか。 

○ 現行の負担調整措置は、税負担の急上昇を抑えるために講じられているも

のであるが、地価下落局面においては、評価額は下がっているにもかかわら

ず課税標準額が上がり税額が高くなるなど納税者にとっては複雑で納得し

難い仕組みとなっているとの指摘もある。いかに納税者に分かりやすい簡素

な仕組みにしていくか、納税者の納得を得られる仕組みにしていくかを、地

価の動向等を注視しながら、不断に検討していくことが必要である。 
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Ⅱ．所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現状 

 

１．問題意識 

固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者であり、固定資産の所有者と

は、土地・家屋については原則として、登記簿又は土地補充課税台帳・家屋補

充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者であるとされている。ま

た、所有者として登記又は登録されている個人又は法人が、賦課期日前に死亡

又は消滅している場合などには、同日において当該土地・家屋を現に所有して

いる者を納税義務者とするものとされている。 

こうした中、近年、土地・家屋の相続の問題や、国外に居住する納税義務者

の増加といった様々な理由により、固定資産税の納税義務者たるべき者の住所

や実態等が不明確となり、市町村の現場における課税・徴収の実務に支障を来

す事例が増えてきているとの指摘がある1。 

支障を来す事例には、例えば以下のようなものが想定された。 
 
 

(例１) 登記簿上の所有者（＝納税義務者）の住所や存在が不明である 

登記簿上の所有者が住民票の異動を行わず転出したのち居所不明となってい

るケースや、国外に住所等を有しており実態がつかみにくいケースなど 
 

(例２) 登記簿上の所有者が死亡し、相続人（＝納税義務者）が不明である 

相続人に所有権が移転されたがその所在を把握できないケースや、相続人が

おらず相続財産管理人も選任されていないケースなど 
 

(例３)  登記簿上の所有者である法人が解散（破産）したが、変更登記がな

されていない 

承継法人がおらず、清算人又は破産管財人も選任されていないケースなど 
 
 

本年度の委員会では、こうした事例に関して、市町村の課税・徴収の実務

がどのように行われているのか等を具体的に把握するとともに、対応に当た

っての工夫事例や先進事例を調査・分析することで、各地方自治体における

固定資産税実務へ活用・反映して頂くことを目的として、実務の現状や課題

を整理し、議論を行った。 

 

                                                  
1  固定資産税の徴収率（現年分）及び滞納残高（累積）の過去 10 年間の推移によれば、

各地方自治体における徴収努力等により徴収率が上昇するとともに、滞納残高は減少傾
向にあることが伺える。一方、抽出団体（政令市等６団体）における固定資産税の納税
通知書の返戻状況に関する調査結果によれば、ここ３年間で不達返戻となった納税通知
書のうち、調査等によっても住所が判明せず公示送達等したものの件数が、若干ではあ
るが増加傾向にあることが伺える。 
【資料 117 頁参照 固定資産税の徴収状況】 
【資料 117 頁参照 固定資産税の納税通知書の返戻状況】 
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２．固定資産税の課税・徴収における制度等の概要 

  所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税の課税・徴収に関連

する主な制度や実務の基本フレームについては、以下のとおりである。 

 

（１）納税義務者 

固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者（質権又は百年より永い

存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又

は地上権者）である（地方税法（以下「法」という。）第 343 条第１項）。 

固定資産の所有者とは、以下の者をいう（法第 343 条第２項前段、第３

項）。 

  ①土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者 

  ②家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者 

  ③償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者 

ただし、土地・家屋について、所有者として登記又は登録されている個

人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録

されている法人が賦課期日前に消滅しているとき、又は人的非課税（法第

348 条第１項）の者が賦課期日前に所有者でなくなっているときは、同日に

おいて当該土地・家屋を現に所有している者を固定資産の所有者としてい

る（法第 343 条第２項後段）。 

また、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によ

って不明である場合は、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産

課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができるとされてい

る（法第 343 条第 4項）。 

  【資料 118 頁参照 固定資産税の納税義務者】 

 

（２）固定資産課税台帳 

固定資産課税台帳（土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、

家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の総称）は、固定資産の状況及び

固定資産税の課税標準である価格を明らかにするために、市町村に備えな

ければならない台帳である（法第 380 条第 1項）。 

登記簿に登記されている土地・家屋については、土地課税台帳・家屋課

税台帳に登録しなければならないとされている（法第 381 条第 1項、第 3

項）。 

したがって、固定資産税については、住所等の所在や日本国籍の有無に

関わらず、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務

者となる。 
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また、土地・建物の所有権移転登記があった場合などには、登記所から

市町村長への通知がなされ、当該異動が固定資産課税台帳に反映されるこ

ととなる（法第 382 条）。 

なお、住所の変更があった際に登記の変更の申請が行われないなどによ

り、所有者の住所に関する情報について、登記簿と固定資産課税台帳で異

なる場合がある。  

【資料 119 頁参照 固定資産課税台帳】 

 

（３）課税･徴収の流れ 

①課税部門 

通常、納税義務者である固定資産の所有者に納税通知書を発送し、当該

納税義務者の住所に送達されることで納税の告知の効果が生じ、徴収の手

続きに入っていくこととなる。 

しかし、住所不明で納税通知書が不達返戻となった場合には、納税の告

知の効力が生じないことから、課税当局は戸籍や住民票等の取得、実地調

査等を行うことで、納税義務者の現住所等を把握し、再度、納税通知書を

送付する必要がある。 

さらに、これらの調査を行っても住所等を把握できない場合には、公示

送達（後述 23 頁参照）を行うこととなる。 

 【資料 120 頁参照 賦課・徴収の流れ①】 

 

②徴収部門 

納税義務者が納期限までに固定資産税を完納せず滞納が発生した場合、

納期限後２０日以内に督促状を発しなければならない（法第371条第1項）。

督促状を発しても納付がない場合には、文書や訪問等により催告を行うこ

ととなるが、督促状を発してから 10 日を経過した日までに固定資産税を

完納しない場合には、滞納者の財産を差し押さえなければならない（法第

373 条第 1項）。差し押さえた財産は、国税徴収法に規定する滞納処分の

例により、換価（公売等）することとなる。 

滞納者について、滞納処分することができる財産がないとき、滞納処分

をすることによって生活を著しく窮迫させるがおそれがあるとき、滞納者

の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときの

いずれかに該当する場合には、滞納処分の執行を停止することができる

（滞納処分の執行停止）（法第 15 条の７第１項）。 

また、滞納処分の執行を停止した場合において、徴収できないことが明

らかである場合には、直ちに納税義務を消滅させることができる（即時消
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滅）（法第 15 条の７第５項）。 

市町村が法定納期限の翌日から起算して、５年間徴収権を行使しない場

合には、時効消滅となる（法第 18 条）。 

固定資産税の課税の対象となっている土地等は、必ず当該市町村内に所

在することから、これらに対して滞納処分を行うことができるという特徴

がある。固定資産税は、原則として、それぞれの土地等の登記簿上の所有

者を納税義務者とする制度であるため、滞納が発生した場合には、登記簿

上の所有者に対して、当該土地等を差押え又は換価することにより対応が

可能である。 

  【資料 120 頁参照 賦課・徴収の流れ②】 

 

③納税通知書が不達返戻となった場合の取り扱いイメージ 

上記①・②より、固定資産税実務において、納税通知書が不達返戻とな

った場合の典型的な取扱いイメージは、以下のとおりとなる。 
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（４）納税管理人制度2 

納税義務者が国外に居住する国外納税義務者3の場合など、納税義務を負

う市町村内に住所等を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理

させるため、原則として納税管理人を定めることとされている（法第 355

条第１項）。 

ただし、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないこ

とについて市町村長に申請し、その認定を受けた場合には、納税管理人を

定めることを要しない（同条第２項）。 

市町村からの聞き取りによれば、納税管理人を定めている場合の管理人

の具体例や、納税管理人を定めることを要しないとして認定を受けた場合

の具体例は、以下のとおりである。 

①納税管理人を定めている場合の管理人の具体例 

 ・納税義務者の親族、知人 

 ・司法書士、弁護士、会計士、税理士、不動産管理会社など 

②納税管理人を定めることを要しないとして認定を受けた場合の具体例 

 ・口座振替など 

  【資料 122 頁参照 固定資産税における納税管理人制度】 

 

（５）公示送達 

地方団体の徴収金の賦課徴収に関する書類は、原則、郵便若しくは信書

便により送達又は交付送達する（法第 20 条）。 

ただし、送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らか

でない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認めら

れる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。 

公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を

受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行い、掲示を始

めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみ

なされる（法第 20 条の２）。  

  【資料 123,124 頁参照 公示送達】 

                                                  
2  なお、納税管理人制度は、固定資産税のみではなく、道府県民税、市町村民税、法人事

業税、不動産取得税、自動車税など、地方税の各税目において定められている制度であ

る。 
3  国外納税義務者とは、固定資産税の課税上、住所等が国外となっている納税義務者とす

る。なお、国外納税義務者には、外国人・外国法人が出資している国内法人（子会社等）

は含まない（市町村において土地所有者の出資元等は把握できないため）。 
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（６）相続財産管理人制度 

相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が相続放棄をし、

結果として相続する者がいなくなった場合を含む。）には、家庭裁判所は、

利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任するとさ

れている（民法第 952 条）。 

固定資産税の課税・徴収にあたって、例えば、土地・家屋を所有してい

た納税義務者が死亡したが、相続人全員が相続放棄をしたため、結果とし

て相続する者がいないような場合などには、当該制度を活用することがで

きる。 

  【資料 124,125 頁参照 相続財産管理人制度について】 

 

（７）清算人制度 

会社法上、解散した会社の清算手続を行う清算株式会社の一機関として、

現務の結了のほか、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配を行う

ための清算人の制度が定められている（会社法第 481 条）。 

清算人には、①定款で定める者、②株主総会の決議によって選任された

者、③前記①②で清算人になる者がいない場合は取締役、がそれぞれ清算

人となる。また、①～③で清算人となる者がないときは、裁判所は、利害

関係人の申立てにより、清算人を選任するとされている（会社法第478条）。 

固定資産税の課税・徴収にあたって、例えば、土地・家屋を所有してい

た法人が解散したが、当該資産の取扱いが定まっていない場合などには、

当該制度を活用することができる。 

  【資料 125 頁参照 清算人制度について】 

 

（８）相続人による書類を受領する代表者の指定（「相続人代表者指定届」） 

賦課期日後に納税義務者が死亡し、相続があった場合において、二人以

上の相続人が被相続人の納税義務を承継した場合は、各相続人はその相続

分によりあん分した額の納税義務を承継するため、その賦課徴収・還付に

関する書類は、各相続人ごとに送達することが原則となる。 

しかし、相続人のうち一定の者が被相続人に係る債権債務を管理する例

が多く、納税通知書その他の書類を代表者に送達することが実情に適し、

徴税上も便利であることから、相続人は、そのうちから当該書類を受領す

る代表者を指定することができるとされている（法第９条の２第１項）。 

当該規定はすなわち、相続人に対する書類送達の特例を定めたものであ
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り、地方団体は、相続人ごとにそれぞれの承継税額に基づいて調整した書

類を一括してその代表者に送達し、当該書類が代表者に送達された場合に

は、その書類に係る処分は、届出に係るすべての相続人に対して効力を生

ずることとなる。 

ただし、相続人に対する滞納処分に関する書類は、各相続人に対してそ

れぞれ送達しなければならない。 

【資料 126 頁参照 相続人による書類を受領する代表者の指定（「相続人代表者指定届」） 

  について】 

【資料 127 頁参照 「相続人代表者指定届」の様式例（サンプル）】 

 

＜参考＞固定資産を現に所有する者の届出について（「固定資産現所有者届」） 

法第９条の２に基づく上記の「相続人代表者指定届」とは全く異なるもので、

地方税法に基づく制度でもないが、地方団体の固定資産税実務においては、賦

課期日前に納税義務者が死亡（法人の場合は消滅）した場合で、遺産分割協議

や土地・家屋の所有権の移転登記が遅れて次の年の賦課期日を過ぎるおそれが

あるときに、相続人等に対し、当該土地・家屋を現に所有している者を明らか

にして指定する届出書（「固定資産現所有者届」などと称される）の提出を依

頼する事例が見られる。 

なお、相続発生後、未だ遺産の分割が行われていない相続財産は、相続人全

員の共有物となり（民法第898条等）、連帯納税義務が生じる（法第10条の２）。

この場合、現所有者である相続人（連帯納税義務者）の１人に対する納税の告

知、督促等は、その履行の請求4として、他の相続人に対しても効力を生じ、

納期限の決定の効果が全員に及ぶ（民法第 434 条）。しかし、税額の確定処分5

として行う納税の告知又は更正、決定及び差押えの前提条件としての督促は、

履行の請求としてするものではないため、民法第 434 条の規定は準用されず、

現所有者である相続人各人に対して行わなければ、その効力は生じないものと

解されている。 

したがって、現所有者である相続人のそれぞれに対して滞納処分をするため

には、それぞれに対して納税通知書を交付してその税額を有効に確定させると

ともに、それぞれに対して督促状を発付しておく必要がある。 

【資料 128 頁参照 「固定資産現所有者届」の様式例（サンプル）】 

 

  

                                                  
4・5  納税の告知は、履行の請求の効果と、税額の確定処分の効果とを有している。 
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３．地方自治体からの報告概要 

 本委員会においては、地方自治体における所有者実態が不明確な土地・家屋

に対する固定資産税実務の現状について、相模原市及び東京都（課税部門・徴

収部門）から報告を伺った。詳細については、資料 129 頁から 142 頁までのと

おりであるが、その概略は以下のとおりである。 

 

（１）相模原市 【資料 129～134 頁参照 参考資料Ⅱ-2 相模原市報告資料】 

①納税通知書の不達返戻の状況 

平成 24 年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送件数は 23 万

3,938 件で、そのうち、不達返戻（相模原市では「不着」と呼んでいる。）

となったものは 638 件（全体の 0.27％）であった。 

不達返戻となる主な理由は、住民票と違なる住所に居住していることに

よるものである。例えば、市内の土地・家屋を取得した納税義務者の住所

が市外にあり、当初は当該市外の住所へ納税通知書を発送して届いていた

ものが、その後、市への連絡をせずに転居し、郵便局の転送期間も終了し

たため、不達返戻となるようなケースがあげられる。 

 

②納税通知書の不達返戻に伴う調査 

不達返戻された場合、まずは市で有している情報に基づき転居先や相続

人の調査を行うほか、市外居住者に係る他区市町村への文書・電話での照

会や、電話番号調査などにより、納税義務者の居所を把握する。 

それでも把握できない場合には、課税台帳上の住所や固定資産所在地の

現地調査を行う。 

法人の場合には、電話番号調査や商業・法人登記簿に基づく調査を行う

ほか、市外の法人については、他の市区町村へ文書・電話で照会を行う。

それでも把握できない場合には、個人の場合と同様に、課税台帳上の所在

地や固定資産所在地の現地調査を行う。 

 

③公示送達の状況 

調査によってもなお、納税義務者の居所が把握できない場合には、公示

送達を行っている。平成 24 年度実績では、不達返戻案件 638 件のうち、

調査により納税義務者の居所が判明した案件を除いた 51 件（うち個人 41

件、法人 10 件）で公示送達を行った。 
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④納税義務者が死亡している場合の対応 

不達返戻を受けた調査等により、固定資産の所有者が賦課期日前に死亡

していることが判明した場合には、戸籍調査等により納税義務者となる相

続人を把握し、当該相続人に納税通知書を発送する。その際には、現所有

者を指定する届出書も併せて送付し、提出を求めることで、翌年度以降の

不着が発生しないよう工夫している。 

住民登録されている市内の納税義務者については、毎月、電算システム

の処理により死亡者リストを確認し、それに基づき相続人に対し、当該届

出書の提出を依頼している。（※なお、相続に伴う所有権移転登記が行わ

れている場合には、通常どおり、登記所からの通知に基づき、固定資産課

税台帳の所有者情報を変更している。） 

納税義務者の死亡は１年間で 2,400 人程度あるが、うち当該届出書の提

出を依頼するケースは 1,500 件程度となっている。 

こうした死亡者に係る調査を進めても、最終的に相続人全員の相続放棄

又は相続人不存在により、課税に支障を来しているケースもある。 

 

⑤相模原市において支障を来している事例 

○ 例えば、外国に居住する納税義務者について、納税管理人の設定や

口座振替手続きがなされていない場合や、国外に居住する外国籍の納

税義務者が死亡したものの、土地・家屋の所有権移転登記が行われて

おらず、相手国の法律に基づく相続人の確認が困難な場合などがあげ

られる。 

○ そのほか、住民登録が市外の納税義務者が死亡し、相続人が多数い

るようなケースで、現に所有している者の調査に長期間を要する場合

や、従来免税点未満であったが、利用状況の変更等により免税点を超

え課税対象となった土地について、登記名義人である所有者の戸籍等

が判明しない場合などでも、対応に苦慮している。 

 

（２）東京都（課税部門）【資料 135～138 頁参照 参考資料Ⅱ-3 東京都報告資料】 

①東京都における「現に所有する者」の認定に係る事務処理の流れ 

東京都では、都税事務所長に賦課・徴収権を委任しており、実務は都税

事務所が行う。納税義務者の死亡の把握に当たっては、都では住民基本台

帳（２３区が管理）を持っていないため、他の市町村のように市町村内部

で作成する死亡者リストの活用は困難であることから、課税・徴収の実務

の中で把握している。 
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課税部門において納税通知書が返戻されて把握することもあるが、徴収

部門の滞納整理の中で把握することが多い。 

各都税事務所内では、既に死亡している納税義務者を名宛人とする課税

（いわゆる死亡者課税）に関する検討委員会を設置しており、年間処理計

画の策定や、事務処理の調整を行っている。 

委員会での方針決定を受け、徴収部門において滞納整理の中で収集した

資料とともに関係情報を課税部門に通報する。課税部門では、さらに戸籍

等の資料を収集し、法定相続人を確定する。これらの調査に基づき、資産

を現に所有している者を認定し、当該者に賦課替えを行ったうえで、徴収

部門が当該者から徴収を行っている。 

 

②東京都において課税に支障を来している事例 

○ 登記名義人が死亡していたものの、相続人が納付し続けていた場合、

その相続人が死亡した時点で初めて死亡者課税が顕在化する。特に、

子もおらず、親も死亡している場合は、法定相続が兄弟姉妹に及ぶ。   

  このような法定相続人が複数世代や兄弟姉妹に広がっており、関係

者が膨大なケースでは、調査に時間がかかるだけではなく、戸籍等の

資料収集が困難であったり、あるいは被相続人と相続人の関係性が希

薄なため、相続人どうしの協議が難航するといった問題が生じている。 

○ また、被相続人や相続人に外国人が含まれているケースでは、外国

の場合、戸籍制度がない国もあるため、公的な資料から法定相続人を

特定することが難しいという問題や、相続の準拠法が本国法となる場

合、外国の法制度の理解が難しいといった問題がある。 

  東京都では韓国、中国、台湾について内部マニュアルを作っている

が、それでも様々な国籍の事例が増加しており、事務処理に支障を来

している。 

○ そのほか、登記簿上の所有者である法人が事実上解散しているが、

清算人が選任されていないようなケースでは、課税庁が債権者として

清算人選任の申立てを行うこととなるが、費用対効果を勘案する必要

があり、申立てを行う案件を選別しながら対応している。 

 

③課税円滑化に向けた提案 

○ 法第 343 条第 2 項後段の「現に所有している者」とは、民法等の私

法上の所有関係を踏まえた現実の所有者であるが、調査を尽くしても

その認定が現実的に難しい事例については、例えば登記簿上の所有者

の子孫と思われる者の１人が家を建てて居住しているような場合など、
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実際に当該資産を使用している者を「現に所有している者」として認

定できるような法改正ができないか。 

○ 法第 343 条第 4 項は、所有者が震災、風水害、火災その他の事由に

よって不明である場合において、使用者を所有者とみなして課税でき

る旨規定している。この場合の「その他の事由」とは、震災、風水害

等に類するものと解されており、単に所有者が不明であることのみを

もって、本項を適用して使用者に課税することはできないが、登記名

義人が古い世代や消滅法人のまま放置されている物件や、所有者の特

定が困難な未登記家屋等、所有者に対する課税が困難な案件について

は、使用者課税を柔軟に行うことができるよう法改正ができないか。 

○ 現行制度では、登記名義人が死亡したとしても、相続人が相続登記

を行う義務はないため、死亡者が登記名義人となったまま放置され、

死亡者課税が発生する原因となっていることから、相続登記を義務化

するか、登記申請手続の簡略化など相続登記を促進するような法改正

ができないか。 

○ 現在、検討されているマイナンバー制度は、登記所は当初は参加し

ない予定となっているが、既存の登記情報等にマイナンバーが付設さ

れると、納税義務者の特定や所有者の生存確認に有用と考えられるた

め、制度稼働当初から登記所が参加することとできないか。 

 

（３）東京都（徴収部門） 【資料 139～142 頁参照 参考資料Ⅱ-4 東京都報告資料】 

①徴収部門における納税義務者の死亡の把握パターン 

徴収部門において納税義務者の死亡を把握するパターンとしては、相続

発生後、不動産登記の名義は変更せずに配偶者が引き続き納付していたが、

その後、配偶者も死亡し納付が途絶える場合や、口座振替利用者が死亡し

た事案で、相続発生後もなお口座の凍結がされないまま引落が継続され、

その後残高不足により口座振替不能となる場合などがあげられる。これら

はいずれも、所有者死亡から長期間経過したケースが多い。 

 
②納税義務者の死亡事案に係る徴収部門における実務上の問題点 

○ 時間の経過とともに、二次相続の発生等による相続関係の複雑化な

どにより、事案の調査が一層困難化・複雑化している 

○ 登記簿上の所有者が死亡しているにもかかわらず、相続人等が引き

続き納付していたケースにおいて、相続人等による納付済の年度まで

遡及して賦課替えする場合の還付手続に係る還付請求権者の認定など

に苦慮している。 
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○ 相続人が複数存在する事案については、相続人等には連帯納税義務

があるが、連帯納税義務者に対する税額の確定処分として行う納税の

告知は相対効と解され、納税通知書を送付した名宛人以外の共有者に

対しては相対的にしかその効力が及ばないことから、相続人等に賦課

替えを行う際にも、課税権の除斥期間が満了し、徴収権の消滅する部

分が生じないよう全ての者に対して納税告知の手続が必要となり、苦

労している。 

○ 外国人の相続関係や所在地等を調査するに当たっては、外国の大使

館・領事館の協力を求める必要があるが、国内法に基づく調査権が及

ばず、実務上、調査できないことが多い。 

 
③相続人不存在事案に対する相続財産管理人選任手続の活用 

東京都では、納税義務者である個人が死亡し、その相続人のあることが

明らかでない事案については、滞納処分可能な財産がある場合、相続財産

管理人を選任することで事案の処理を積極的に進める方針としている。

（法人の代表者の欠陥等の事案については、清算人選任の申立て等を同様

に実施している。） 

具体的な選任の流れは次のとおりであるが、相続財産管理人選任の申立

てに当たっては、相続財産管理人の報酬等の引当金として、家庭裁判所へ

予納金の納付が必要となることから、事前調査に基づく費用対効果を見極

めながら、活用を進めている。 
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④課題解決に向けた提言等 

○ 今後、死亡者課税事案が増加し、適正な賦課徴収事務の遂行や安定

的な財政基盤確保の阻害要因ともなりかねないことから、制度のあり

方を含めた対策が必要ではないか。 

○ 例えば、納税義務者の死亡を知らずに課税した場合は、相続人に対

して課税されたものとみなすといった取扱いができないか。また、現

行の法第９条の２では、２以上の相続人が被相続人の納税義務を承継

した場合における相続人代表者の指定手続を定めているが、これは相

続人に対する書類送達の特例手続を定めたものに過ぎないことから、

相続人の届出自体を義務化する制度を創設できないか。 

○ 課税庁において納税義務者である資産所有者の死亡の事実を早期に

捕捉できるよう、市町村長が死亡届等を受理したときは、届出書記載

事項を所轄の税務署長へ通知しなければならないと規定する相続税法

第 58 条と同様に、地方税法上も戸籍担当課から固定資産税担当課に対

する通知義務を設けてはどうか。 

○ 渉外相続事案について、大使館等からの調査協力が得られるよう、

法的な仕組みづくりができないか。 
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４．地方自治体の現場における支障事例やこれに対する取組み・工夫等の具体例 

  本委員会では、所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税の実

務について、複数県単位でのブロック意見交換会における固定資産税担当者

からの聴取や、抽出調査（書類調査）の実施、あるいはいくつかの地方自治

体を訪問した実地ヒアリング、さらには前述の地方自治体からの報告などを

通じて、実務の現場における支障事例や、これらに対する取組み・工夫の具

体例や課題を把握し、次の分類により整理した。 

 

（１）課税や徴収に支障を来している主な場合 

（２）納税通知書が不達返戻された場合の調査方法 

（３）相続人・承継法人等の調査方法 

（４）公示送達の活用状況 

（５）相続人・承継法人等が存在しない場合の対応状況 

（６）滞納処分や不能欠損処理の実施方法 

（７）国外納税義務者（現住所が国外の納税義務者）への対応状況 

（８）実務全体を通じた主な工夫事例 

 

【資料 144 頁参照 所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の調査について】 

【資料 144 頁参照 実務の調査における主な質問事項】 
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（１）課税や徴収に支障を来している主な場合 

課税や徴収に支障を来している主な事例としては、①納税義務者の転居

等によるもの、②納税義務者の死亡・相続によるもの、③法人の解散等に

よるもの、の３類型で整理した。 

「①納税義務者の転居等によるもの」としては、納税義務者が住民票を

異動させずに居所を変更したため、現住所が不明となっているものや、国

外に転出した納税義務者の居所把握等に関して支障が生じているものなど

が見られた。 

また、「②納税義務者の死亡・相続によるもの」については、前述の地方

自治体からの報告でもあったように、納税義務者死亡を受けた現所有者認

定の困難や、相続人多数事案における調査の困難などが、事例として多く

見られた。 

そのほか、具体例は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支障案件が生じる背景の１つとして、納税義務者が当該市町村外の在住

者である場合は特に、納税通知書が不達返戻にならない限り、死亡してい

てもその事実自体を覚知することが難しいという点があげられる。とりわ

け、納税義務者の死亡から長期間経過して当該死亡の事実が判明したよう

な場合には、二次相続の発生等により、相続人等の現所有者の調査に困難

が生じかねない。 
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また、調査によっても相続人等の現所有者の有無が判明しない（存在・

不存在を確認できない）ような場合には、公示送達を行うこともできず、

結果として適正な課税ができないという問題が生じることにもなる。 

 

（２）納税通知書が不達返戻された場合の調査方法 

納税通知書が不達返戻された場合の調査方法としては、①基本調査（個

人に関する調査、法人に関する調査）、②現地調査（個人・法人共通）、の

２類型で整理した。 

各市町村においては、普段からの地道な取り組みの積み重ねを通じて、

不達案件に係る納税義務者の把握に努めている。 

また、効率的な調査に繋げるため、行政内部における関係部署との連携

や、調査結果・調査ノウハウの活用（情報共有）に努めているケースも多

い。（後述 41 頁参照） 

そのほか、具体例は、以下のとおりである。 
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（３）相続人・承継法人等の調査方法 

相続人・承継法人等の調査方法としては、①個人の納税義務者が死亡し

た場合の調査、②法人の納税義務者が消滅した場合の調査、の２類型で整

理した。 

地方税法上、賦課期日後に納税義務者が死亡した場合に、被相続人に係

る税徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を指定する

「相続人代表者指定届」（法第９条の２第１項）の制度があるが（前述 24

頁（8）参照）、相続人の調査に付随して、当該届出書の提出を依頼する事

例が見られた。 

また、地方税法に基づく制度ではないが、賦課期日前に納税義務者が死

亡した場合で、遺産分割協議や土地・家屋の移転登記が遅れて次の年の賦

課期日を過ぎるおそれがあるときに、当該土地・家屋を現に所有している

者を明らかにして指定する届出書（前述 25 頁（8）〈参考〉参照）の提出を

依頼する事例も見られた。 

そのほか、具体例は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定相続人等の調査に当たっては、上記のとおり、住民票や戸籍・戸籍

附票等を取得した上で、調査を進めるのが一般的である。しかし、転出・

死亡等による住民票消除の場合の附票（除票）の保存期間（５年間）を経

過していた場合や、戸籍が古く記載内容の確認が困難な場合あるいは戦災
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等で失われている場合などには、当該調査そのものが困難となり、現に所

有する者を特定できず、適正な課税に支障を来す場合もある。 

 

（４）公示送達の活用状況 

公示送達の活用状況としては、①公示送達となる事例、②公示送達の実

務の現状、の２つの観点から整理した。 

納税通知書が不達返戻となった場合であっても、調査の積み重ね等によ

り、多くの場合で納税義務者の所在が判明している。さらに、やむなく公

示送達に至ったケースであっても、その後の調査や納税者等からの問合せ

等により、居所が判明する場合も見られた。 

そのほか、具体例は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、公示送達制度は、あくまで納税通知書等の送達を受けるべき者の

住所、居所等が明らかでない場合等に備えて、書類の送達の特例として設

けられている制度である。したがって、「納税通知書の送達を受けるべき者」

そのものが不存在の場合や不明確な場合、例えば、登記名義人が死亡して

おり、調査の結果、法定相続人が不存在で、相続財産管理人も選任されて

いないと判明した場合や、法定相続人の有無や生死が不明確な場合などに

は、公示送達制度の活用はできないこととなる。 
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（５）相続人・承継法人等が存在しない場合の対応状況 

納税通知書が不達返戻となり、調査の結果、相続人が不存在であること

が判明した場合や、相続人全員が相続放棄しているようなケースでは、相

続財産管理人制度の活用が有効な手段となる。 

未だ相続財産管理人が選任されていない場合、市町村は、相続財産（資

産や預貯金）の把握や、利害関係人（抵当権者等）の存在の確認等を行い、

費用対効果を判定した上で、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を

申し立てるかどうかを判断している。 

法人が解散したが、清算事務が結了しておらず、登記簿上の所有者が当

該法人名義のままとなっているような場合であれば、清算人制度の活用が

考えられる。 

これら手続きの流れの具体例などは、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続財産管理人の活用方法等は上記のとおりであるが、相続財産管理人

の選任に当たっては、相続財産管理人の報酬等の引当金として、家庭裁判

所に対して一定額の予納金の納付が必要となる。このため、市町村の現場

では、費用対効果の観点から当該制度の活用に踏み切ることができず、固

定資産税は毎年度課税すべき税であるにもかかわらず、賦課期日が来ても、

結果として適正な課税ができないという問題が生じているケースもあった。  
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（６）滞納処分や不能欠損処理の実施方法 

滞納処分や不納欠損処理の実施方法としては、①登記名義人の所在が確

認できない場合、②登記名義人の死亡の場合、の２類型で整理した。 

登記名義人の所在が確認できず、公示送達を行っても反応がない場合に

は、その後の督促状発出や差押通知書発出といった手続も、公示送達によ

り実施し、換価手続を進めることとなる。 

また、登記名義人死亡の場合で、賦課期日までに遺産分割協議・相続登

記が未了である場合などには、同日において土地・家屋を現に所有してい

る者が納税義務者となるため、当該者に対して課税・徴収手続を行い、必

要があれば滞納処分や不納欠損処理へと進むこととなる。 

これら手続きの流れの具体例などは、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、固定資産税の課税の対象となっている土地・家屋は、必ず当該市

町村内に所在することから、これらに対して滞納処分を行うことができる

という特徴を有するが、当該資産の価値が乏しい場合や、抵当権が設定さ

れている場合など、当該資産の価額が、差押えにかかる滞納処分費及び徴

収すべき固定資産税に先立つ他の債権の金額の合計額を超える見込みがな

い場合には、「無益な差押」としてその資産は差し押さえることができず、

不納欠損処理とならざるを得ない。 
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（７）国外納税義務者（現住所が国外の納税義務者）への対応状況 

国外納税義務者への対応としては、①納税義務者本人に対する関連制

度・手続等の周知徹底、②納税義務者の関係者（国内親族等）に対する働

きかけ、調査、の２類型で整理した。 

グローバル社会が進展する中、今後、国外納税義務者は徐々に増加する

ことが予想される。従って、納税管理人制度の活用や、口座振替等の確実

な納付手段を勧奨するなどの取り組みが、引き続き必要かつ有効な方策と

考えられる。 

各市町村においては、納税義務者が国外に転出するに際して、あるいは

既に国外に転出してしまった場合であっても、本人や親族等に対して必要

な手続を周知する様々な取り組みが行われている。外国籍の納税義務者に

配慮して、税務関係書類を外国語で作成しているケースも見られた。 

そのほか、具体例は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国外納税義務者に対しては、各市町村の現場において、上記のとおり納

税管理人制度の活用や口座振替手続等の利用を周知しているが、現状にお

いては、必ずしもすべての国外納税義務者が当該制度の活用・利用を行っ

ているわけではない。したがって、国外納税義務者の現住所や親族・相続

人等について調査が必要となるケースもあるが、大使館・領事館等からの

調査協力が思うように得られない場合や、外国籍の国外納税義務者が死亡
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した場合に相続について本国法が適用されるなどにより相続人確認に困難

を来す場合など、対応に苦慮するケースも見られた。 

なお、外国籍の納税義務者が死亡し、相続準拠法6に照らして相続人が不

存在又は明らかでないような場合は、判例（大阪高決Ｓ40.11.30 等）では、

無主の財産の処理に関するものとして、財産所在地法である日本の法律（民

法）に従って、前述（37 頁参照）の流れに沿って、取り扱うこととされて

いる。 

 

                                                  
6  法の適用に関する通則法（平成 18 年 6 月 21 日法律第 78 号）第 36 条では、相続は被相

続人の本国法によるとされている。なお、同法第 41 条に基づき、被相続人の本国法が、

相続の場合について居住地法を準拠法にすると定めている場合には、「反致」が成立し、

日本が居住地と認められれば、日本の法律（民法）により相続が決定されることとなる。 
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（８）実務全体を通じた主な工夫事例 

実務全体を通した工夫事例としては、①納税義務者等への周知・働きか

け、②調査の徹底、③行政内部での連携強化、④関連制度等の活用、⑤事

務処理のマニュアル化、職員の資質向上の取組み、の５類型で整理した。 

市町村にとって、所有者実態が不明確な事案は、そもそもできるだけ発

生しないことが望ましい。従って、事前の防止策を予め講じておくことが

極めて重要となるが、各市町村では実際に、納税義務者の居所の的確な把

握や、納税義務者死亡に際する現所有者の把握、国外転出者に係る納税管

理人の選任などのため、納税義務者等への周知・働きかけを徹底したり、

行政内部での連携強化に努めたりするといった、様々な工夫事例が見られ

た。 

また、納税通知書の不達返戻等を契機に、ひとたび所有者実態が不明確

な事案が把握された際には、体系的な相続人調査の実施や、相続財産管理

人制度の活用などが、適正な課税・徴収に向けて、有効な取り組みとなっ

ている。 

そのほか、具体例は、以下のとおりである。 
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５．委員等からの主な意見 

委員会での議論において、委員や出席した地方自治体からは、以下のよう

な意見があった。 

○ そもそもこの問題がそんなに多いケースなのかピンとこないところもあ

るので、事案毎にどの程度の問題が生じているのかといった点について、

現場の実態をしっかり踏まえる必要がある。 

○ 相続人調査の際に、戦災により戸籍が消失しているなど、相続人特定に苦

慮するような事例がある。法第 343 条第 4 項に定めるいわゆる使用者課税

の規定に関して、真の所有者との関係などで整理が難しい面があることは

承知しているが、少しでも課題を解決できる方法があれば良いと感じてい

る。 

○ 相続人の把握に支障を来たしている事案等に対応するため、「現に所有す

る者（法第 343 条第 2 項後段）」や「使用者課税（法第 343 条第 4 項）」の

規定が適用される対象範囲を拡大してはどうかとの意見があったが、現に

そこに事実として支配関係を有している者を把握する方が執行上も容易で

あること等からすれば、前者よりも後者の方が筋が良いのではないか。た

だし、その場合であっても、使用者課税を行った後に本来の納税義務者が

出てきたときとの関係整理などを考えると、資産の使用者を所有者と「み

なす」とするのか「推定する」にとどめるのかといった点などに関して、

さらに議論が必要だと思う。 

○ 「死亡を知らずに課税した場合は、相続人等に対して課税されたものとみ

なす」といった取扱いができないかとの意見があった。しかし、源泉徴収

による所得税についての納税告知の法律的性質に係る判例等に鑑みれば、

本人の知らないところで課税の処分を動かすような取扱いはかなり難しい

と思う。一方、せっかく払って頂いたものを還付するのはもったいないと

いう気持ちもあり、既に納付されたものについては、有効に納付されたと

みなすようなしくみができないかということを考えている。 

○ 固定資産税は、客体である資産が存在する限り毎年課税される税であるこ

とから、資産が放置されてしまうよりは、滞納処分等を通じて新たな所有

者に引き継いで頂く方が好ましいと考えている。相続財産管理人選任の費

用対効果を検討する際には、そのような点も含めて検討している。 

○ 相続税法第 58 条に規定する、市町村長が死亡届を受理した際の所轄の税

務署長に対する届出書記載事項の通知義務と同様に、地方税法上も戸籍担

当課から固定資産税担当課に対する通知義務を設けてはどうかとの意見に

ついては、都では、一般市町村と異なり、戸籍や住民票関係の事務を所管

していないため、情報共有に難点がある点を背景とした意見である。都と
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特別区の実務上の協力関係の中で工夫して対応しているが、必ずしも常時

の情報共有ができているわけではないという現状がある。 

○ マイナンバー制度の導入を契機に住民基本台帳法が改正され、市町村は今

後、市町村外に住所がある者の本人確認情報も住基ネットを通じて入手で

きるようになることから、その中で情報をやりとりすれば、納税義務者の

死亡事実の把握も容易になるのではないか。 

  

６．まとめ 

○ 今回の調査・分析を通じ、所有者実態が不明確となり、固定資産税の課税・

徴収に支障を来すような案件が、市町村の現場において生じている実態が

把握された。 

○ 今後も、急激な高齢化の進展に応じた納税義務者死亡による相続案件の増

加や、社会経済のグローバル化に伴う国外納税義務者の増加などが確実に

見込まれることから、こうした所有者実態の把握に苦慮する案件も増加す

るのではないかと考えられる。 

○ 現場で支障を来している事例には、個別の事情に応じて様々なものがある

が、各市町村において、適正な課税・徴収に向けて、それぞれの工夫を講

じながら、必要な調査や対応等に懸命に努めていることを伺った。 

○ 今回の委員会では、こうした実務を巡る制度の現状や現場の実態を把握し

ながら、典型的な事例を中心に、支障事例の実態や、必要な調査の実施方

法、具体的な対応事例、実務全体を通じた工夫事例などについて、特徴的

なポイントを抽出し、とりまとめたところである。各市町村におかれては、

他団体における工夫事例や先進事例などをはじめとする情報を共有し、そ

れぞれの固定資産税実務に活用頂ければ幸いである。 

○ また、所有者実態の把握に苦慮する支障事案に対して、例えば様々な調査

を尽くしても、登記簿上の所有者の所在や当該者が死亡している場合に係

る相続人の所在の把握に苦慮するような事案に対して、いわゆる使用者課

税の一層の活用可能性を検討するなど、制度面でどのような対応や工夫が

有効かを考えていくことも重要である。その際には、固定資産税が原則と

して固定資産の所有者を納税義務者とする「所有者課税の原則」をとって

いることや、民法等の私法上の諸制度との整合性、あるいは不動産登記制

度そのもののあり方など、整理すべき課題は様々あると考えられるが、将

来を見据え、課題解決に向けた多面的な研究が求められよう。 

○ この報告書で示した本委員会の議論・検討の内容が、今後、各方面におい

て、所有者実態が不明確となり、固定資産税の課税・徴収に支障を来すよ

うな案件に対処する上での、一助となることを期待している。 
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地方税における資産課税のあり方に関する調査研究 

－平成 27 年度評価替えに向けた負担調整措置のあり方－ 

－所有者実態が不明確な土地・家屋に対する固定資産税実務の現状－ 
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